
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．被災地の営農再開を後押し。宮城県に全国からＪＡグループ支援隊 

  東日本大震災の発生した 2011年から続 

いている、全国ＪＡグループ支援隊の復 

興応援活動が被災地の営農再開を後押し 

しています。2013年度は 6月にスタート 

し、8月末までに、静岡、鹿児島、さいた 

ま、栃木、神奈川など 10班が宮城県に入 

り、ＪＡみやぎ亘理、ＪＡ仙台、ＪＡ南 

三陸管内で作業を支援しました。 

  このうちＪＡグループ新潟は 8月 28、 

29日の 2日間、南三陸町歌津で、津波で 

作付けできなくなった水田の草刈り作業 

を行いました。女性 7人を含む２５人が 

「ＪＡグループ新潟 東北復興支援隊」 

の文字が入ったそろいのＴシャツを着て 

参加。厳しい残暑の中、コンクリートや 

ガラス、靴、茶碗などが散らばる被災田 

で、機械や鎌を使って生い茂る雑草を取 

り除きました。 

  ＪＡ北魚沼から参加した武藤さやかさ 

んは「中越地震でいただいた支援への感

謝の気持ちと、自分の目で被災地を見た 

いと思い、参加しました。草を刈っても 

ガラスや茶碗などがいっぱい出てくるし 南三陸町歌津の被災水田で除草作業を行うＪＡグループ新潟の支援隊 

何もなくなってしまったんだ、ここに生活があったんだ、ということにびっくりしました。米を

作れるようになるのはいつになるのかわかりませんが、復興後の姿を見に、また来たいと思いま
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す」と、語りました。  

  ＪＡ南三陸の高橋正組合長は「復興はこれからが本番。全国からの支援は本当にありがたい。 

 やる気をなくしている農家の手をひっぱって、今後も営農再開を後押ししていきたい」と、感謝 

しました。ＪＡグループの支援隊は、宮城では 11年度は約 1,200人、12年度は約 1,000人が活 

動を展開。13年度は 520人が支援に入る予定です。 

 

２．ＪＡ全農みやぎが仙台市に炊飯工場を新設。被災地の雇用創出も 

ＪＡ全農みやぎは 8月 26日、東日本 

大震災の被災地・仙台市宮城野区に、全 

農グループでも 有数規模の炊飯工場 

を新設すると発表しました。スーパーな 

ど小売店向けにおにぎりや巻きずし、 

 酢飯など、日量で最大 7万 2,000食（１ 

食 100㌘）を製造、米の消費拡大を図る 

とともに、工場職員を新たに 30人ほど 

採用し、雇用創出にも貢献します。 

 工場は宮城野区日の出町にある全農 

みやぎの倉庫跡地を活用。2014年 2月に 

建設に着工し、同 8月に完成。秋には稼       新設する炊飯工場のイメージ図 

動する予定で、関連会社のパールライス宮城が運営します。 

 建設費は 10億円弱で、経済産業省の被災地雇用創出事業などを活用します。年間販売額は、 

16年度までに全農グループの県本部では 2番目となる８億円を目指します。千葉和典県本部長 

は「精米の消費が落ち込む中、消費者により近づいた事業で、米の消費拡大につなげたい」と話 

しました。 

 

３．ＪＡ岡山県女性協が被災３県女性協に義援金 

 ＪＡ岡山県女性組織協議会は 8月 22日、松島町で開かれた東北北海道地区ＪＡ女性組織リー 

ダー研修会の会場を訪れ、東日本大震災で被災した宮城、岩手、福島の 3県女性部に総額 76万 

5,000円の義援金と、「おかやまの菜の花油」計 108本を贈りました。 

 ＪＡ岡山県女性協の瀬良静香会長は「全国の女性部の仲間が見守っているので、どうか心をひ 

とつに、一日も早く立ち直っていただきたい」と激励しました。 

 

４．原発事故損害賠償対策宮城県協議会が東京電力に第２４次請求 

ＪＡグループ東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策宮城県協議会は 8 月 27 日、東電への第

24次請求を７億 7,000万円とすることを決め、30日に請求しました。8月 26日現在、同協議会

の請求総額は 277 億 3,100 万円。受領総額は 179 億 2,100 万円で請求対比 64.6％となっていま

す。 

肉牛の損害賠償請求方式を、「価格下落率方式」に移行する件については、同協議会が東電に

新たな提案をしています。同日の総会では、東電から 8月中に返答が来る予定、との報告があり

ました。 
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